
「令和元年台⾵第19号等を踏まえた避難情報及び広域避難等に関するサブワーキンググループ」最終とりまとめ (概要)
課題と背景 対応の⽅向性

❶警戒レベル４避難勧告で避難せず被災する人が多いが、
警戒レベル４の避難勧告、避難指示(緊急)の意味の違い

が正しく住民に理解されておらず、また、両方が警戒レベ
ル４に位置付けられ住民にわかりにくい

❷現行の警戒レベル５「災害発生情報」は、とるべき行動が
わかりにくく、また、市町村が災害の発生を把握できず発令
できないことが多いため、有効に機能していない

❸現行の警戒レベル３「避難準備・高齢者等避難開始」は、
名称が長く、また、一般の人に求める「避難準備」から名称
が始まるため、高齢者等に避難を求める情報であることが
伝わりにくい

・想定される浸水が浅く、上階への避難や高層階に留まること
で安全確保できる住民等に対しても、立退き避難しか勧告・
指示することができない

・高齢者等に早期避難を促すことができる明確な規定がない

❶避難のタイミングを明確にするため、警戒レベル４の避難勧告と避難指示(緊急)を「避難指示」に一本化
（現行で避難勧告を発令しているタイミングで、避難指示を発令する）

❷災害が発生・切迫し、警戒レベル４での避難場所等への避難が安全にできない場合に、自宅や
近隣の建物で緊急的に安全確保するよう促す情報を、警戒レベル５「緊急安全確保」として位置づけ

❸早期の避難を促すターゲットを明確にするため、警戒レベル３の名称を「高齢者等避難」に見直し

避難情報
関係

・災害発生前に国が対策本部を設置できない

・「災害が発生するおそれ」の段階で、地方公共団体が、
避難先・避難手段の調整を行う仕組みがない

広域避難
関係

・「災害が発生するおそれ」の段階での国の対策本部設置の制度化

・「災害が発生するおそれ」の段階で、地方公共団体が避難先・避難手段の協議・要請を行える
仕組みの制度化

・広域避難の準備・開始の段階で、広域避難を円滑に行うために、
「災害が発生するおそれ」の段階でも国が対策本部を設置し、本部長から地方公共団体の長や
公共交通機関等に対し、必要な指示や協力を求めることができるように制度化

・都道府県及び市町村は、災害対策本部を災害発生前に設置できるの
に対し、国は、非常災害が発生した場合にしか本部を設置することが
できない

・大規模広域避難が必要な「災害が発生するおそれ」の段階で、国・都
道府県・市町村・民間事業者等が連携して対応する必要がある

・警戒レベル４避難指示で、上階への避難や高層階に留まることで安全確保できる住民等に対しては必ずしも
立退き避難を求めないことを可能とする規定とし、屋内で安全確保することも促すことができるようにする

・警戒レベル３で高齢者等に避難すべきタイミングである旨を情報提供し、早期避難を呼びかけるこ
とができる規定とする

・住民ウェブアンケートでは、
－避難勧告・指示両方の意味を正しく理解していたのは
2割未満

・市町村向けアンケートでは、
－警戒レベル４に避難勧告・指示の両方が位置付けられ
住民にわかりにくいとの回答が約7割

警戒
レベル 状況 住⺠がとるべき⾏動 ⾏動を促す情報

５ 災害発⽣
⼜は切迫 命の危険 直ちに安全確保！ 緊急安全確保※1

災害発⽣情報
(発⽣を確認したときに発令)＜警戒レベル４までに必ず避難！＞

４ 災害の
おそれ⾼い 危険な場所から全員避難 避難指⽰（注） ・避難指⽰ (緊急)

・避難勧告

３ 災害の
おそれあり 危険な場所から⾼齢者等は避難※2 ⾼齢者等避難 避難準備・

⾼齢者等避難開始

２ 気象状況悪化 ⾃らの避難⾏動を確認 ⼤⾬・洪⽔・⾼潮注意報
（気象庁）

⼤⾬・洪⽔・⾼潮注意報
（気象庁）

１ 今後気象状況悪化
のおそれ 災害への⼼構えを⾼める 早期注意情報

（気象庁）
早期注意情報
（気象庁）

参考
（現⾏）

※1 市町村が災害の状況を確実に把握できるものではない等の理由から、警戒レベル５は必ず発令されるものではない
※2 警戒レベル３は、⾼齢者等以外の⼈も必要に応じ、普段の⾏動を⾒合わせ始めたり危険を感じたら⾃主的に避難するタイミングである
（注）避難指⽰は、現⾏の避難勧告のタイミングで発令する


